
令和５年４月１日現在

自治体名 事業名
総事業費

（うち交付金所要額）
補助率 事業概要

534 万円
(356 万円)

798 万円
(399 万円)

186 万円
(93 万円)

1,057 万円
(792 万円)

556 万円
(370 万円)

661 万円
(440 万円)

8 万円
(4 万円)

17 万円
(11 万円)

49 万円
(24 万円)

155 万円
(116 万円)

4,021 万円
(2,605 万円)

地域少子化対策重点推進交付金　活用状況【熊本県】

１．地域少子化対策重点推進事業

熊本県

「くまもとスタイル」結婚推進事業  2/3

若い世代が結婚・子育てをしながら安心して仕事を続けられ
るくまもとのすがたを「くまもとスタイル」と称し、職員や社員の
仕事と生活の充実を応援する「よかボス宣言」の元、企業や
地域で結婚や子育てを応援する方との部会開催や、事業の
進捗管理や事業評価の取りまとめを行う幹事会の開催を行
うほか、広報誌「よかボス新聞」を発行することで、「よかボ
ス」の認知度、ブランド力の向上を目指すもの。

「よかボス企業」普及促進事業  1/2

啓発動画やWEB広告、事業説明会により「よかボス企業」の
普及を図るほか、「結婚」、「妊娠・出産」、「子育て」、「まちの
よかボス」をテーマにしたセミナーを開催し、「くまもとスタイ
ル」を加速化させるもの。

ライフデザイン啓発事業

【重点】子どもとお出かけやさしいま
なざし推進事業

 2/3
子育て世帯のタクシーによる外出・移動支援を行うほか、子
育ての孤立化を防ぐため、子育ての担い手を発掘・育成する
もの。

荒尾市 プレパパクラス  1/2
男性の育児参画促進を目的として、妊婦のパートナーを対象
にプレパパクラスを実施するもの。

 1/2
学生を対象にライフデザイン講座を開催するほか、より分
かりやすく気軽にライフデザインを考えることができるよう啓
発動画を作成するもの。

【重点】県内市町村・企業と連携・協
力した結婚支援事業

 3/4

新婚夫婦や今後結婚を予定している方を対象として、協賛企
業で使える特典付きのパスポートを交付するほか、若い世代
に対し、結婚や子育てを含めたライフデザインを考えるイベン
ト等の実施するもの。

【重点】「聞きなっせAI くまもと」多言
語機能改修

 2/3
従来の子育て支援システムに多言語対応機能を追加するほ
か、機能拡充を含め、本システムを周知・広報するもの。

宇城広域連合 【重点】持続可能な婚活支援事業  3/4
県事業と連携し、「結婚応援の店」でお見合いを行うほか、婚
活セミナー、婚活イベントを実施するとともに、婚活ガイドブッ
クを作成し、相談員の能力を向上させるもの。

計

セミナー付き婚活イベント及び世話
人研修

 2/3
婚活の専門家による世話人研修及び結婚希望者に対して自
己スキルアップに繋がるセミナー付きの婚活イベントを実施
するもの。

結婚新生活支援事業PR業務  1/2
結婚新生活支援事業制度周知のチラシを作成し、関係機関
や民間事業者へ配置し、若い世代へも訴求するため、ＷＥＢ
広告も実施するもの。

山鹿市



○都道府県主導型連携コース

自治体名 事業名
総事業費

（交付金所要額）
補助率 事業概要

900 万円
(600 万円)

450 万円
(300 万円)

2,100 万円
(1,400 万円)

900 万円
(600 万円)

270 万円
(180 万円)

180 万円
(120 万円)

540 万円
(360 万円)

420 万円
(280 万円)

60 万円
(40 万円)

180 万円
(120 万円)

90 万円
(60 万円)

90 万円
(60 万円)

300 万円
(200 万円)

300 万円
(200 万円)

180 万円
(120 万円)

270 万円
(180 万円)

390 万円
(260 万円)

180 万円
(120 万円)

262 万円
(174 万円)

210 万円
(140 万円)

180 万円
(120 万円)

180 万円
(120 万円)

8,632 万円
(5,754 万円)

※１万円未満は切り捨て

2．結婚新生活支援事業

宇城市 宇城市結婚新生活支援事業  2/3

美里町 美里町結婚新生活支援事業費  2/3

荒尾市 荒尾市結婚新生活支援事業  2/3

水俣市 水俣市結婚新生活支援事業  2/3

山鹿市
山鹿市結婚新生活支援事業補助

金
 2/3

長洲町 長洲町結婚新生活支援事業  2/3

和水町 和水町結婚新生活支援事業  2/3

玉東町 玉東町結婚新生活支援事業  2/3

南関町 南関町結婚新生活支援補助金  2/3

高森町 高森町結婚新生活支援事業  2/3

南阿蘇村 南阿蘇村結婚新生活支援事業  2/3

小国町 小国町結婚新生活支援事業  2/3

産山村 産山村結婚新生活支援事業  2/3

 2/3

錦町 錦町結婚新生活支援事業  2/3

西原村 西原村結婚新生活支援事業  2/3

山都町 山都町結婚新生活支援事業  2/3

苓北町 苓北町結婚新生活支援事業  2/3

計

結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対し、結
婚に伴う新生活のスタートアップに係るコスト（新居の家賃､
引越費用等）を支援する地方自治体を対象に、国が地方自
治体による支援額の一部を補助するもの。

≪国の交付要件≫
・夫婦ともに39歳以下かつ夫婦の合計所得500万円未満の
新規に婚姻した世帯(自治体独自要件を設けることも可能)

・補助上限額
夫婦ともに29歳以下：１世帯当たり60万円（国交付金額40万
円）
上記以外：１世帯当たり30万円（国交付金額20万円）

水上村 水上村結婚新生活支援事業  2/3

五木村 五木村結婚新生活支援事業  2/3

多良木町 多良木町結婚新生活支援事業  2/3

湯前町 湯前町結婚新生活支援事業  2/3

氷川町 氷川町結婚新生活支援事業


